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教 育 委 員 会 

・教育長 ・教育委員(4 名) 

教育行政の基本方針や計画を決定します。 
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校名・通学・廃校利用部会（14 名）  

進捗確認、協議、検討   

 

検討、報告 

     校 名 班（※） 

  検討、報告 

   通学体制班（※） 

検討、報告 

 廃校利用班（※） 

報告、検討 

 
総 務 ・ 教 育 部 会（10 名）  

協議、進捗確認、検討   

 

検討、報告 

学校経営班 

検討、報告 

事 務 班 

検討、報告 

体 操 着 班 

検討、報告 

広 報 班 

検討、報告 

学事･庶務班（※） 

検討、報告 

教育課程班 

検討、報告 

児童指導・活動班 

検討、報告 

保健安全班 

児童指導班 

報告、検討 ＰＴＡ・後援会等部会（10 名）  

協議、進捗確認、検討   

 

検討、報告 

   Ｐ Ｔ Ａ 班 

検討、報告 

   後 援 会 班 

検討、報告 

   地域連携班 

  

 

  

 

 

 

報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校名・通学・廃校利用部会（14 名）  

進捗確認、協議、検討   

 

検討、報告 

     校 名 班（※） 

  検討、報告 

   通学体制班（※） 

検討、報告 

 廃校利用班（※） 

報告、検討 

 
総 務 ・ 教 育 部 会（10 名）  

協議、進捗確認、検討   

 

  検討、報告 

学校経営班 

検討、報告 

事 務 班 

検討、報告 

体 操 着 班 

検討、報告 

広 報 班 

検討、報告 

学事･庶務班（※） 

検討、報告 

教育課程班 

検討、報告 

児童指導・活動班 

検討、報告 

保健安全班 

 

保健安全班 

報告、検討 

児童指導班 

報告、検討 

ＰＴＡ・後援会等部会（10 名）  

協議、進捗確認、検討   

 

 検討、報告 

   Ｐ Ｔ Ａ 班 

検討、報告 

   後 援 会 班 

報告、検討 

   地域連携班 

報告、検討 

  

 

○説明 

（1）統合協議会に、専門部会を設ける。 

（2）専門部会の下に、さらに検討班を設

ける。 

（3）実際の検討作業は、各検討班において

行う。 

（4）検討結果は、専門部会、さらには統

合協議会に報告され、進捗状況を確認

するとともに必要に応じて協議する。 

（5）検討班のうち（※）が付いているも

のについては、学校統合推進室が検討

作業に関与する。 

( 仮称 )三保谷・出丸小学校統合協議会 (仮称 )八ッ保・小見野小学校統合協議会 

合同で検討作業を行う 

合同で検討作業を行う 

合同で検討作業を実施する 

川 島 町 小 学 校 統 合 協 議 会 ( ４ ３ 名 ) 会 長 1 名 、 副 会 長 1 名 

合同で検討作業を実施する 

合同で検討作業を実施する 

総 合 教 育 会 議 

・町長・教育長・教育委員(4名) 

町長と教育委員会で、教育行政の

重要事項等を協議・調整します。 

 

町 議 会 

議会全員協議会で、学校統合事

業の進捗状況を報告します。 

 

◇川島町小学校統合協議体制イメージ図 (案 ) 資料 5-1 

教育委員会事務局 

・教育長 ・副教育長兼教育総務課長 ・学校統合推進室 

学校統合に関する業務を統括します。 
教育総務課学校統合推進室作成Ｈ28.4.12 


